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お問い合わせ・ご相談はお近くの高齢者いきいき安心センター、または下記へ

法務省ホームページ…………………………………………………………　URL     http://www.moj.go.jp/

成年後見制度についてのご相談………………………………   松戸市成年後見相談室   Tel.047-702-3033

申立費用助成についてのご相談…………………………… 松戸市地域包括ケア推進課  Tel.047-366-7343

申請の方法

●まずは相談を
高齢者いきいき安心センターか
下記の相談窓口に相談します。

●家庭裁判所に申立て
本人または配偶者や親族などが家
庭裁判所に申立てをします。

●必要な書類
申立書、本人と後見人候補者の戸
籍謄本、住民票、後見人候補者の
身分証明書等。

●法定後見制度
法定後見とは、認知症などにより、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求により、家庭裁判所
が選任した成年後見人等が法定の権限に基づいて本人の財産管理や身上監護を行う制度です。次の 3つの種類
があります。

●任意後見制度
任意後見とは、判断能力のあるうちに公正証書を作成して任意後見契約を結び、判断能力が低下した時の事務
（財産管理や療養看護に関する事務）の内容と、後見人になる人を定めておく制度です。支援を開始する場合は
任意後見人の職務を監督する任意後見監督人を家庭裁判所が選任します。

後見人にはだれがなれるの？

成年後見制度には、｢法定後見制度｣と｢任意後見制度｣があります

ほとんど判断が

できない方
後見　 補助　　保佐　 判断能力が著しく

不十分な方
判断能力が不十分な方

親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士など法律や福祉の専門家や、法律や福祉に関する法人な
ど。最も適切な人等を家庭裁判所が選任します。

成年後見制度とは？？成年後見制度とは？？

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が
不十分な方の意思決定を助け、生活や財産などの権利を守る制度のこと
です。
選ばれた成年後見人などが、本人の意思を尊重し、心身の状態に配慮しな
がら、本人に代わって手続きなどを行うことで、財産を適正に管理します。

明治 大正 昭和

■医療情報

■緊急連絡先（連絡先を優先する順番にご記入ください）

続柄 電話

携帯

続柄 電話

携帯

●記入した内容で、変更があった場合は、その都度変更してください。

記入日　　年　　月　　日

※この用紙を救急隊がわかるように、ご自宅の冷蔵庫や固定電話の
　近くに貼っておいてください。

フリガナ 生年月日

氏名
年　　月　　日生

住所
松戸市 血液型

Ａ・Ｂ・Ｏ・ＡＢ

電話番号 ＲＨ方式 ＋ ・ －

血液型については、医療機関で調べたものを記入してください。

かかりつけの病院 電話 持　　病

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

 ある （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

●アレルギーに「ある」と○をつけた場合、食物アレルギーの方は、食品名を必ずお書
　きください。
●その他、救急隊に伝えたいことの欄には、ペースメーカーや人工透析（週何回）、足が不自由で
　歩けない、しゃべれないなど、伝えたいことを記入してください。

氏名
1

2

住所

氏名

住所

松戸市救急時情報用紙

のんでいるおくすり

アレルギー

※その他、救急隊に伝えたいこと

（第三者に見られないように気をつけましょう）


